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厚生労働省老健局長通知「介護支援専門員資質向上事業の実施につ
いて」の一部改正について（平成27年2月12日）より抜粋

①介護支援専門員に係る研修の企画、講師や
ファシリテーターの経験がある者

②地域包括支援センターや職能団体等が開催
する法定外の研修等に年4回以上参加した者

③日本ケアマネジメント学会が開催する研究
大会等において、演題発表等の経験がある者

④日本ケアマネジメント学会が認定する認定
ケアマネジャー

⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識と
経験を有する者であり、都道府県が適当と
認める者

※特に特に質の高い研修を実施する観点から、
上記の要件以外に、都道府県において実情
に応じた受講要件を設定することは差し支
えないものとする。

主任介護支援専門員更新研修対象者の状況について

大阪府

大阪府介護支援専門員資質向上事業実施要綱
（別添６）主任介護支援専門員更新研修実施要綱より抜粋

①介護支援専門員に係る研修の企画、講師や
ファシリテーターの経験がある者

②地域包括支援センターや職能団体等が開催
する法定外の研修等に年４回以上参加した者

③日本ケアマネジメント学会が開催する研究
大会等において、演題発表等の経験がある者

④日本ケアマネジメント学会が認定する認定
ケアマネジャー

⑤地域包括支援センターで、主任介護支援専門
員として業務をしていると証明される者

⑥実務研修等において、指導した実績がある
主任介護支援専門員である者

⑦その他、主任介護支援専門員の業務に十分な
知識と経験を有する者であり、大阪府が適当
と認める者


